
北海道檜山海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

長海区第１号 長万部漁業協同組合

山越郡長万部町地先 次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び点１の各
点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　豊浦町と長万部町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ１
基点第3号　国土地理院三角点　紋別から３７度００分　２，０００メート
ルの点
基点第4号　国土地理院三角点　鉄
基点第5号　国土地理院三角点　番屋
基点第6号　長万部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
点1　基点第１号から１８３度００分　５，０００メートルの点
点2　基点第２号から１５７度３０分　５，０００メートルの点
点3　基点第４号から１１５度００分　５，０００メートルの点
点4　基点第５号から９７度３０分　５，０００メートルの点
点5　基点第６号から９７度３０分　５，０００メートルの点
点6　基点第６号から９７度３０分　２，０００メートルの点
点7　基点第３号から１２４度００分　１，５００メートルの点
点8　基点第２号から１５７度３０分　１，０００メートルの点
点9　基点第１号から１８３度００分　１，０００メートルの点

第一種区画漁業
かき養殖業、ほたてが
い養殖業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 長万部町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、6,365
台以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、
4,171台以内でなければならない。（幹綱100メー
トルをもって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

八海区第１号 八雲町漁業協同組合

二海郡八雲町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び点１の各点を順次に
結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　長万部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　国土地理院三角点　遊楽部
基点第3号　北海道水産林務部図根点　Ｎｏ．３（北海道三角点　北８
５～）
基点第4号　八雲町野田生と東野の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
点1　基点第１号から９７度３０分　５，０００メートルの点
点2　基点第３号から１９度３０分　５，０００メートルの点
点3　基点第４号から４３度３０分　５，０００メートルの点
点4　基点第４号から４３度３０分　１，０００メートルの点
点5　基点第３号から１９度３０分　１，０００メートルの点
点6　基点第２号から６７度３１分　１，０００メートルの点
点7　基点第１号から９７度３０分　１，０００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、ほたて
がい養殖業、ほや養殖
業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

八雲町（東野、落部、栄
浜、入沢、熊石泉岱町、
熊石折戸町、熊石相沼
町、熊石館平町、熊石
泊川町、熊石黒岩町、
熊石見日町、熊石鮎川
町、熊石大谷町、熊石
平町、熊石畳岩町、熊
石根崎町、熊石雲石
町、熊石鳴神町、熊石
西浜町及び熊石関内町
を除く）

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、5,646
台以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、
3,632台以内でなければならない。（幹綱100メー
トルをもって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

八海区第２号 落部漁業協同組合

二海郡八雲町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　八雲町野田生と東野の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
基点第2号　八雲町と森町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から４３度　３０分　５，０００メートルの点
点2　基点第２号から２７度　３０分　５，０００メートルの点
点3　基点第２号から２７度　３０分　１，０００メートルの点
点4　基点第１号から４３度　３０分　１，０００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、ほ
や養殖業、うに養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
八雲町東野、落部、栄
浜及び入沢

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、4,195
台以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、
2,000台以内でなければならない。（幹綱100メー
トルをもって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

森海区第１号 森漁業協同組合

茅部郡森町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結
んだ線と最大高潮時海岸線から沖合５００メートルの線によって囲ま
れた区域
基点第1号　八雲町と森町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号　北海道水産林務部三角点  水Ｄ１２
基点第3号　森町字尾白内町と字砂原の境界線と最大高潮時海岸線
との交点
点1　基点第１号から２７度３０分　５，０００メートルの点
点2　基点第２号から３４４度３０分　４，２００メートルの点
点3　基点第３号から３４６度１５分　４，０００メートルの点

第一種区画漁業
かき養殖業、ほたてが
い養殖業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
森町（森町字砂原を除
く）

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、5,000
台以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、
2,830台以内でなければならない。（幹綱100メー
トルをもって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

森海区第２号 砂原漁業協同組合

茅部郡森町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点第1号　森町字尾白内町と字砂原の境界線と最大高潮時海岸線
との交点
基点第2号　国土地理院三角点　度杭崎
基点第3号　国土地理院三角点　度杭崎から９６度１５分　２，１００
メートルの点
基点第4号　国土地理院三角点　砂崎
点1　基点第１号から３４６度１５分　４，０００メートルの点
点2　点３から３４１度００分　４，１２５メートルの点
点3　基点第４号から２６３度００分　１，４５０メートルの点
点4　基点第３号から０度００分　４３０メートルの点
点5　基点第２号から０度００分　６７０メートルの点
点6　基点第１号から３４６度１５分　５００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、かき養
殖業、ほたてがい養殖
業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 森町字砂原

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、1,182
台以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、578
台以内でなければならない。（幹綱100メートル
をもって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

森海区第３号 砂原漁業協同組合

茅部郡森町地先

次の点１、点２、点３、点４，点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　松矢崎
基点第2号　森町と鹿部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から３２度３０分　４，０００メートルの点
点2　基点第１号から４２度３０分　４，１００メートルの点
点3　基点第２号から３２度３０分　４，０００メートルの点
点4　基点第２号から３２度３０分　２，７６０メートルの点
点5　基点第１号から３２度３０分　１，３２０メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、かき養
殖業、ほたてがい養殖
業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 森町字砂原

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、168台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、120台
以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

鹿海区第１号 鹿部漁業協同組合

茅部郡鹿部町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　森町と鹿部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ２２から１４３度１０分　２
４０メートルの点
点1　基点第１号から３２度３０分　４，０００メートルの点
点2　基点第２号から３２度３０分　４，０００メートルの点
点3　基点第２号から３２度３０分　７００メートルの点
点4　基点第１号から３２度３０分　７００メートルの点

第一種区画漁業
かき養殖業、ほたてが
い養殖業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 鹿部町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、769台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、453台
以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

鹿海区第２号 鹿部漁業協同組合 茅部郡鹿部町地先 次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１
及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２３～）から１８１度４９分　６５０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．６（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２５～）から１４０度２３分　３２５メートルの点
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．５（国土地理院三角点
鹿部高森～）
点1　点２から３２７度３７分５５秒　２，６００メートルの点
点2　点３から５０度　００分　８００メートルの点
点3　基点第２号から６０度　００分　２，９００メートルの点
点4　点５から６０度　００分　１，０００メートルの点
点5　点６から３３４度　４０分　１，０００メートルの点
点6　基点第３号から６０度　００分　１，７００メートルの点
点7　基点第３号から６０度　００分　７００メートルの点
点8　基点第２号から６０度　００分　９００メートルの点
点9　基点第１号から６０度　００分　４００メートルの点
点10　基点第１号から６０度　００分　２，４００メートルの点
点11　点１０から３２１度０７分１８秒　３００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、かき養
殖業、ほたてがい養殖
業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 鹿部町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、706台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、470台
以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

鹿海区第３号 鹿部漁業協同組合

茅部郡鹿部町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順
次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２８～）から１４５度３９分　６５メートルの点
基点第2号　鹿部町と函館市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から５１度００分　１，８００メートルの点
点2　基点第２号から３２度３０分　１，８００メートルの点
点3　基点第２号から３２度３０分　３００メートルの点
点4　基点第１号から１２度４１分　３０９メートルの点
点5　点４から５１度００分　３００メートルの点
点6　点５から１２４度１５分　５００メートルの点
点7　点６から５１度００分　６００メートルの点
点8　点７から３０４度１５分　３００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、かき養
殖業、ほたてがい養殖
業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 鹿部町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、327台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、159台
以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

函海区第１号 南かやべ漁業協同組合

函館市地先 次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、
点10、点11、点12、点13及び基点第８号の各点を順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　鹿部町と函館市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ３０
基点第3号北海道水産林務部図根点　No．７（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ３０～）
基点第4号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ３２
基点第5号　北海道水産林務部図根点　No．９（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ３２～）
基点第6号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ３４
基点第7号　国土地理院三角点　弁天島
基点第8号　函館市安浦町と川汲町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
点1　基点第１号から３２度３０分　１，５００メートルの点
点2　基点第２号から４５度３０分　１，５００メートルの点
点3　基点第３号から３７度００分　１，５００メートルの点
点4　基点第３号から３７度００分　２，０００メートルの点
点5　基点第３号から４９度００分　２，０００メートルの点
点6　基点第４号から４０度００分　２，０００メートルの点

第一種区画漁業

あわび養殖業、うに養
殖業、こんぶ養殖業、わ
かめ養殖業、ほたてが
い養殖業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市岩戸町、双見
町、大船町、豊崎町、臼
尻町及び安浦町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼
間にあっては縦及び横の長さがそれぞれ80セ
ンチメートル以上の赤色の標識を、夜間にあっ
ては電灯その他の照明による標識を水面1.5
メートル以上の高さに設置しなければならない。
（２）ほたてがい養殖業の総施設台数は、540台
以内とし、このうち成貝養殖施設台数は、540台
以内でなければならない。（幹綱100メートルを
もって１台とする。）
（３）本養成作業終了後において、養殖実態を調
査し、調査結果を知事に報告しなければならな
い。
（４）毎年度の生産実績を知事に報告しなけれ
ばならない。
（５）知事は漁場管理上及び試験調査のため必
要があると認めるときは、承認施設台帳及び施
設配置図の提出を求めることがある。
（６）ほたてがいの採苗確保に不足が生じる恐
れがあるときは、知事は当該稚仔確保のために
必要な措置を指示することがある。

函海区第２号 南かやべ漁業協同組合

函館市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第５号の
各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　函館市安浦町と川汲町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
基点第2号　国土地理院三角点　黒鷲岬
基点第3号　国土地理院三角点　木直
基点第4号　北海道水産林務部図根点　No．２７（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ４５～
基点第5号　函館市古部町と銚子町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
点1　基点第１号から３８度４５分　１，５００メートルの点
点2　基点第２号から３５６度３０分　１，５００メートルの点
点3　基点第２号から３０度３０分　１，８５０メートルの点
点4　基点第３号から３２度００分　１，５００メートルの点
点5　基点第４号から２９度００分　１，５００メートルの点
点6　基点第５号から３６度０３分　１，５００メートルの点

第一種区画漁業
あわび養殖業、うに養
殖業、こんぶ養殖業、わ
かめ養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市川汲町、尾札部
町、木直町及び古部町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第３号 えさん漁業協同組合

函館市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１
及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　№６（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１～）から１８０度００分　１００メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　№６（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２～）
点1　基点第１号から４２度００分　８００メートルの点
点2　点１から１３度０１分　２８７メートルの点
点3　点２から６３度１１分　３９６メートルの点
点4　点３から１６０度２２分　６４１メートルの点
点5　基点第２号から４２度００分　１，１４０メートルの点
点6　基点第２号から４２度００分　９７０メートルの点
点7　点６から１４５度１６分３０秒　２５０メートルの点
点8　点９から１４５度１６分３０秒　３７０メートルの点
点9　基点第２号から４２度００分　３８０メートルの点
点10　基点第２号から４２度００分　４０メートルの点
点11　基点第１号から４２度００分　１５０メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、ほたて
がい養殖業、かき養殖
業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

函館市銚子町、新浜
町、新八幡町、絵紙山
町、新恵山町、富浦町、
島泊町、元村町、恵山
岬町、恵山町、柏野町、
御崎町、古武井町、日ノ
浜町、髙岱町、吉畑町、
豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、
日和山町及び日浦町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

函海区第４号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順
次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ５から２５９度１０分　１６
０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ５～）
基点第3号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ７
基点第4号　函館市恵山町と古武井町の境界線と最大高潮時海岸線
との交点
点1　基点第１号から１４９度００分　１，０００メートルの点
点2　基点第３号から１４９度００分　１，０００メートルの点
点3　点４から１５４度３０分　１１０．００メートルの点
点4　点５から１７６度１０分　７４７．５０メートルの点
点5　基点第４号から１８９度２７分３５秒　４２０．３１メートルの点
点6　基点第３号から１４９度００分　３００メートルの点
点7　基点第２号から１４９度００分　３００メートルの点
点8　基点第１号から１４９度００分　２００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

函館市銚子町、新浜
町、新八幡町、絵紙山
町、新恵山町、富浦町、
島泊町、元村町、恵山
岬町、恵山町、柏野町、
御崎町、古武井町、日ノ
浜町、髙岱町、吉畑町、
豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、
日和山町及び日浦町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第５号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　成田から２２７度１７分０８．３８秒　４
３３．７０８メートルの点
点1　基点第１号から１１７度００分　４０．４メートルの点
点2　基点第１号から１３９度００分　９６．２メートルの点
点3　基点第１号から１８８度００分　１１３．５メートルの点
点4　基点第１号から２１１度３０分　７５．７メートルの点

第二種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

個別 － なし

函海区第６号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
点1　X=-246404.60 Y=72672.80 (座標系11系)
点2　X=-247919.80 Y=70821.90 (座標系11系)
点3　X=-247791.60 Y=70626.30 (座標系11系)
点4　X=-246865.00 Y=71026.60 (座標系11系)
点5　X=-245863.70 Y=72192.70 (座標系11系)

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

函館市銚子町、新浜
町、新八幡町、絵紙山
町、新恵山町、富浦町、
島泊町、元村町、恵山
岬町、恵山町、柏野町、
御崎町、古武井町、日ノ
浜町、髙岱町、吉畑町、
豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、
日和山町及び日浦町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第７号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．１（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１０～）から３３５度４１分３６秒　４０８．９９メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．７（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１０～）から１６８度１３分　１１５メートルの点
点1　点５から１３５度３０分　７００メートルの点
点2　基点第２号から１２１度００分　１，４５０メートルの点
点3　基点第２号から１２１度００分　２５０メートルの点
点4　基点第１号から１１０度３０分　４００メートルの点
点5　基点第１号から１１０度３０分　１，１８５メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

函館市銚子町、新浜
町、新八幡町、絵紙山
町、新恵山町、富浦町、
島泊町、元村町、恵山
岬町、恵山町、柏野町、
御崎町、古武井町、日ノ
浜町、髙岱町、吉畑町、
豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、
日和山町及び日浦町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

函海区第８号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　寄貝歌から２２７度２５分４４．４秒
１９０．４２４メートルの点
点1　基点第１号から６３度４２分０１秒　２５５．０４０メートルの点
点2　基点第１号から７６度３２分４１秒　２６６．４５４メートルの点
点3　基点第１号から１０９度２８分２１秒　１０４．０９４メートルの点
点4　基点第１号から７５度５９分３１秒　６９．１９８メートルの点

第二種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

個別 － なし

函海区第９号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．９（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１０～）から２１８度１３分　３５メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１１～）から５８度２８分４３秒　２０９．０２メートルの点
点1　基点第１号から１３９度４５分　１，３５０メートルの点
点2　基点第２号から１３９度４５分　１，２００メートルの点
点3　基点第２号から１３９度４５分　４００メートルの点
点4　基点第１号から１３９度４５分　５５０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

函館市銚子町、新浜
町、新八幡町、絵紙山
町、新恵山町、富浦町、
島泊町、元村町、恵山
岬町、恵山町、柏野町、
御崎町、古武井町、日ノ
浜町、髙岱町、吉畑町、
豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、
日和山町及び日浦町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第10号 えさん漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１１～）から５８度２８分４３秒　２０９．０２メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１１(北海道水産林務部
三角点　水Ｄ１１～)から１９１度１９分　１００メートルの点
点1　基点第１号から１３９度４５分　８００メートルの点
点2　点３から１３９度４５分　３５０メートルの点
点3　点４から５９度３０分　４５０メートルの点
点4　基点第２号から１３９度４５分　６９０メートルの点
点5　基点第２号から１３９度４５分　１００メートルの点
点6　基点第１号から１３９度４５分　１００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

函館市銚子町、新浜
町、新八幡町、絵紙山
町、新恵山町、富浦町、
島泊町、元村町、恵山
岬町、恵山町、柏野町、
御崎町、古武井町、日ノ
浜町、髙岱町、吉畑町、
豊浦町、大澗町、中浜
町、女那川町、川上町、
日和山町及び日浦町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第11号 戸井漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、基点第２号、点６及び点１の各点を
順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．７（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１２～）から７８度００分　５８０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．７（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１２～）
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．９（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１２～）２９２度００分　１７５メートルの点
基点第4号　北海道水産林務部図根点　No．９（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１２～）から２２９度４９分　８１５メートルの点
点1基点第１号から１４６度３７分　２００メートルの点
点2基点第１号から１４６度３７分　６００メートルの点
点3基点第４号から１５５度４８分　６００メートルの点
点4基点第４号から１５５度４８分　２００メートルの点
点5基点第３号から１４６度３７分　４００メートルの点
点6基点第２号から１１５度１０分　１４０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市原木町、新二見
町、浜町、館町、泊町及
び弁才町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

函海区第12号 戸井漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．４（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１５～）から２４２度３５分　４５メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１６～）から２２０度２９分　３８８メートルの点
点1　基点第１号から１４６度００分　１，１５０メートルの点
点2　基点第２号から１４６度００分　９００メートルの点
点3　基点第２号から１４６度００分　１００メートルの点
点4　基点第１号から１４６度００分　３５０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市原木町、新二見
町、浜町、館町、泊町及
び弁才町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第13号 戸井漁業協同組合 函館市地先

次の点1、点2、点3、点4及び点1の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点No.1（北海道水産林務部三角
点水Ｄ16～）から259度24分1,347メートルの点
基点第2号　函館市弁才町と瀬田来町の境界線と最大高潮時海岸線
との交点
点1　基点第１号から152度15分　800メートルの点
点2　基点第２号から161度00分　710メートルの点
点3　基点第２号から161度00分　230メートルの点
点4　基点第１号から152度15分　300メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市原木町、新二見
町、浜町、館町、泊町及
び弁才町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第14号 戸井漁業協同組合 函館市地先

次の点1、点2、点3、点4及び点1の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第1号　函館市釜谷町と小安町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
点1　基点第1号から199度30分　450メートルの点
点2　点1から132度00分　660メートルの点
点3　点4から132度00分　660メートルの点
点4　基点第1号から199度30分　1,350メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市瀬田来町、汐首
町及び釜谷町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第15号 戸井漁業協同組合 函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　函館市釜谷町と小安町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
基点第2号　函館市小安町と石崎町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
点1　基点第１号から２２１度５８分　１，６００メートルの点
点2　基点第２号から２０１度３０分　１，６００メートルの
点3　基点第２号から２０１度３０分　３００メートルの点
点4　基点第１号から２２１度５８分　３００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 函館市小安町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

函海区第16号 函館市漁業協同組合

函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　函館市小安町と石崎町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
基点第2号　函館市石崎町と古川町の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
点1　基点第１号から２０１度３０分　２，０００メートルの点
点2　基点第２号から１９６度４５分　２，０００メートルの点
点3　基点第２号から１９６度４５分　３００メートルの点
点4　基点第１号から２０１度３０分　３００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市石崎町、白石町
及び鶴野町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第17号 銭亀沢漁業協同組合

函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　古川尻から２７８度１８分０７秒
８３９．９２メートルの点
基点第2号　国土地理院三角点　古川尻から２８０度５０分５７秒　１，
２５８．１３メートルの点
点1　基点第１号から１９９度１５分　１，００５メートルの点
点2　基点第２号から１９９度１５分　９８０メートルの点
点3　基点第２号から１９９度１５分　６２０メートルの点
点4　基点第１号から１９９度１５分　６２５メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市古川町、石倉
町、新湊町及び銭亀町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第18号 銭亀沢漁業協同組合

函館市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　黒岩から８８度５３分３４秒　３９０．８
０メートルの点
基点第2号　国土地理院三角点　黒岩から２６９度２８分１８秒　４６４．
３４メートルの点
点1　基点第１号から１９３度０８分　１，３３０メートルの点
点2　基点第２号から１９３度０８分　１，１２０メートルの点
点3　基点第２号から１９３度０８分　４８０メートルの点
点4　基点第１号から１９３度０８分　７００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市古川町、石倉
町、新湊町及び銭亀町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

函海区第19号 函館市漁業協同組合

函館市地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び点１の各
点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　函館市銭亀町と志海苔町の境界線と最大高潮時海岸線
との交点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．６（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２８～）
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．７（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２８～）
基点第4号　国土地理院三角点　根崎野から２８５度３６分５３秒　１，
８６３．１６メートルの点
点1　点９から１８３度４９分５３秒　９７０．２０メートルの点
点2　基点第２号から１９６度３０分　２，０００メートルの点
点3　基点第３号から１９４度２４分　２，０００メートルの点
点4　基点第４号から１８２度３０分　２，１３０メートルの点
点5　基点第４号から１８２度３０分　４３０メートルの点
点6　基点第３号から１９４度２４分　３００メートルの点
点7　基点第２号から１９６度３０分　３００メートルの点
点8　基点第１号から２１１度５１分　３００メートルの点
点9　基点第１号から２１１度５１分　１，０９０．９０メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
函館市赤坂町、瀬戸川
町、高松町、志海苔町
及び根崎町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

北斗海区第１号 上磯郡漁業協同組合

北斗市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順
次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　黒森から２０８度２０分０７秒　５５７．
３８メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．８（国土地理院三角点
黒森（旧点）～）から２６６度２６分　１８５メートルの点
基点第3号　大野川川口左岸導流堤基部
基点第4号　上磯町地籍図根点　Ｔ３
基点第5号　北斗市館野と矢不来の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
点1　基点第１号から１８３度００分　１，２４０メートルの点
点2　点１から２６２度００分　７８０メートルの点
点3基点第２号から１５８度３０分　２，０８０メートルの点
点4　基点第５号から１０３度３０分　２，５１０メートルの点
点5　基点第５号から１０３度３０分　７００メートルの点
点6　基点第４号から１３５度０８分　７００メートルの点
点7　基点第３号から函館港港界線上　７００メートルの点
点8　基点第１号から１８３度００分　７００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 北斗市

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

北斗海区第２号 上磯郡漁業協同組合

北斗市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北斗市館野と矢不来の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
基点第2号　北斗市茂辺地と当別の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
点1　基点第１号から１０３度３０分　２，５１０メートルの点
点2　基点第２号から１４２度００分　２，３２０メートルの点
点3　基点第２号から１４２度００分　３００メートルの点
点4　基点第１号から１０３度３０分　５００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業、ほたてがい養
殖業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 北斗市

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

北斗海区第３号 上磯郡漁業協同組合

北斗市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　北斗市茂辺地と当別の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
基点第2号　北斗市と木古内町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第3号　北斗市館野と矢不来の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
点1　基点第１号から１４２度００分　２，３２０メートルの点
点2　点３から６０度００分の線と点６と点１を結んで延長した線との交
点
点3　基点第２号から１５２度４０分　３，５００メートルの点
点4　基点第２号から１５２度４０分　５００メートルの点
点5　基点第１号から１４２度００分　５００メートルの点
点6　基点第３号から１０３度３０分　２，５１０メートルの点

第一種区画漁業
あわび養殖業、こんぶ
養殖業、わかめ養殖
業、ほたてがい養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 北斗市

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

木海区第１号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡木古内町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点第1号　北斗市と木古内町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１３～）
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．７（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１４～）
基点第4号　木古内町と知内町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
点1　基点第１号から１５２度４０分　３，５００メートルの点
点2　基点第４号から１１０度００分　３，５００メートルの点
点3　基点第４号から１１０度００分　１，０００メートルの点
点4　基点第３号から１６５度００分　１，４４０メートルの点
点5　基点第２号から１４７度００分　１，５００メートルの点
点6　基点第１号から１５２度４０分　１，５００メートルの点

第一種区画漁業

こんぶ養殖業、わかめ
養殖業、うに養殖業、か
き養殖業、ほたてがい
養殖業、ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
木古内町、知内町字中
の川及び森越

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

木海区第２号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡木古内町地先

次の基点第２号、点１、点２、基点第３号の各点を順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　材そう牧場
基点第2号　基点第１号から１５０度５４分０３秒　５５５．２１メートルの
点
基点第3号　点２から３３１度００分　２０６メートルの点
点1　基点第２号から１２１度５９分５６秒　１９５メートルの点
点2　点１から２１３度３３分０３秒　４４４．７５メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 木古内町 なし

木海区第３号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡木古内町地先

次の基点第１号、点１、点２、基点第２号の各点を順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　基点第３号から９９度１７分３１秒　１，０５８．８７メートル
の点
基点第2号　点２から３０４度５６分０５秒　１５５メートルの点
基点第3号　国土地理院三角点　更木野
点1　基点第１号から１３９度４２分５６秒　１５５メートルの点
点2　点１から２３９度３３分４６秒　１４１．４５メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 木古内町 なし

木海区第４号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡木古内町地先

次の基点第１号、点１、点２、基点第２号の各点を順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　基点第３号から１４３度４３分４９秒　　　６５１．２８メートル
の点
基点第2号　点２から０度００分００秒　１２６．６６メートルの点
基点第3号　国土地理院三角点　仁ノ岱
点1　基点第１号から１７５度２１分５９秒　１２７．０１メートルの点
点2　点１から２６７度４９分０４秒　２４５．５６メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 木古内町 なし

木海区第５号 上磯郡漁業協同組合 上磯郡木古内町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　仁ノ岱
点1　基点第１号から２４０度３９分００秒　１，４２８．０２メートルの点
点2　点１から１７１度３７分３６秒　１３０．００メートルの点
点3　点２から２７６度５８分２８秒　２６２．７９メートルの点
点4　点３から２６度３７分３６秒　１２５．００メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 木古内町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

知海区第１号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡知内町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　木古内町と知内町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．３（国土地理院三角点
中ノ川～）
点1　基点第１号から１１０度００分　３，５００メートルの点
点2　基点第２号から１００度００分　３，６５０メートルの点
点3　基点第２号から９０度３０分　７００メートルの点
点4　基点第１号から１１０度００分　７００メートルの点

第一種区画漁業

こんぶ養殖業、わかめ
養殖業、かき養殖業、
ほたてがい養殖業、ほ
や養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 知内町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

知海区第２号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡知内町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．８（国土地理院三角点
中ノ川～）から１８０度００分　５００メートルの点
基点第2号　国土地理院三角点　味家岱から１６４度４６分　５６１．２９
メートルの点
点1　基点第１号から９０度３０分　１，９４０メートルの点
点2　基点第２号から９０度３０分　２，０００メートルの点
点3　基点第２号から９０度３０分　４００メートルの点
点4　基点第１号から９０度３０分　３４０メートルの点

第一種区画漁業

あわび養殖業、うに養
殖業、こんぶ養殖業、わ
かめ養殖業、ほや養殖
業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 知内町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

知海区第３号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡知内町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
点1　X=-268453.474 Y=16560.561 (座標系11系)（北緯41度34分
58.8644秒　東経140度26分55.0061秒）
点2　X=-268441.691 Y=15060.607 (座標系11系)（北緯41度34分
59.3532秒　東経140度25分50.2467秒）
点3　X=-270758.783 Y=15236.997 (座標系11系)（北緯41度33分
44.2291秒　東経140度25分57.6507秒）
点4　X=-271317.187 Y=15679.533 (座標系11系)（北緯41度33分
26.0967秒　東経140度26分16.6986秒）
点5　X=-271326.782 Y=15679.533 (座標系11系)（北緯41度33分
25.7054秒　東経140度27分4.1550秒）

第一種区画漁業

あわび養殖業、うに養
殖業、こんぶ養殖業、わ
かめ養殖業、かき養殖
業、ほたてがい養殖業、
ほや養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 知内町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

知海区第４号 上磯郡漁業協同組合

上磯郡知内町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第３号の各点を順次に結んだ線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．５（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２１～）
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．２（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２４～）
基点第3号　知内町と福島町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から１１２度００分　６００メートルの点
点2　基点第２号から１１２度００分　６００メートルの点

第一種区画漁業
あわび養殖業、うに養
殖業、こんぶ養殖業、わ
かめ養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 知内町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

福海区第１号 福島吉岡漁業協同組合

松前郡福島町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．１２（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ５～）
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．８（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ６～）
点1　基点第1号から182度 37分 30秒 660メートルの点
点2　基点第1号から196度 54分 1,190メートルの点
点3　基点第2号から154度 15分 970メートルの点
点4　基点第2号から163度 51分 280メートルの点
点5　基点第1号から227度 00分 360メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 福島町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

福海区第２号 福島吉岡漁業協同組合

松前郡福島町地先
次の点1、点2、点3、点4、点5、点6、点7及び点1の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．６（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ７～）
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ８から１２７度３０分　５０
メートルの点
基点第3号　福島町字白符と字宮歌の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
点1　基点第1号から70度 45分 710メートルの点
点2　基点第1号から90度 26分 1,070メートルの点
点3　基点第2号から127度 30分 1,000メートルの点
点4　基点第3号から127度 30分 1,350メートルの点
点5　基点第3号から127度 30分 300メートルの点
点6　基点第2号から127度 30分 350メートルの点
点7　基点第1号から127度 30分 450メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 福島町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

福海区第３号 福島吉岡漁業協同組合

松前郡福島町地先

次の点1、点2、点3、点4及び点1の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第1号　福島町字白符と字宮歌の境界線と最大高潮時海岸線と
の交点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１８（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ８～）
点1　基点第1号から127度 30分 550メートルの点
点2　基点第1号から127度 30分 1,350メートルの点
点3　基点第2号から104度 30分 1,000メートルの点
点4　基点第2号から104度 30分 350メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 福島町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

福海区第４号 福島吉岡漁業協同組合

松前郡福島町地先

次の点1、点2、点3、点4及び点1の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．５（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ９～）
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ１１
点1　基点第1号から 83度28分　260メートルの点
点2　基点第1号から106度57分30秒　740メートルの点
点3　基点第2号から66度08分　980メートルの点
点4　基点第2号から24度33分30秒　880メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 福島町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

松海区第１号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　白神漁港西防波堤灯台（北緯４１度２４分４１．１２秒　東
経１４０度１０分１５．４４秒）から１０６度３６分４０秒　２６０.６６メートル
の点
基点第2号　白神漁港西防波堤灯台（北緯４１度２４分４１．１２秒　東
経１４０度１０分１５．４４秒）から９１度２１分４０秒　１９２.７９メートル
の点
点1　基点第１号から２２６度３８分　１２０メートルの点
点2　基点第２号から２２６度３８分　１２６．５５メートルの点
点3　基点第２号から２２６度３８分　７１．５５メートルの点
点4　基点第１号から２２６度３８分　６５メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし

松海区第２号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２８７３２７．５２０　Ｙ＝－６７００．２９０（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２８７２６９．９２０　Ｙ＝－６７３０．４００（座標系１１系）
漁場の区域
点3　Ｘ＝－２８７２５１．３８０　Ｙ＝－６６９４．９５０（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２８７３０８．９９０　Ｙ＝－６６６４．８４０（座標系１１系）

第一種区画漁業 ほっけ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第３号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ１３から１３０度００分　３
７５メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１０（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ１３～）
点1　基点第１号から２１７度００分　６５０メートルの点
点2　基点第２号から２１７度００分　６６０メートルの点
点3　基点第２号から２１７度００分　３６０メートルの点
点4　基点第１号から２１７度００分　３５０メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第４号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　大沢漁港西防波堤灯台（北緯４１度２５分３４．３２秒　東
経１４０度０８分３１．３８秒）から９８度３１分１６秒　６７１.５１メートル
の点
点1　基点第１号から２３２度３９分００秒　５０メートルの点
点2　点１から２３２度３９分００秒　２１．７０メートルの点
点3　点２から２６７度４２分３０秒　２５．０２メートルの点
点4　点３から３３７度３３分３０秒　２４．８８メートルの点
点5　点４から１６度１８分５０秒　２１．３６メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

松海区第５号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先 次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１
１、点１２、点１３、点１４、点１５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２８５８４２．４３０　Ｙ＝－９１９６．８５０（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２８５８３０．１２０　Ｙ＝－９１５７．４８０（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２８５８３０．５００　Ｙ＝－９１３６．０５０（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２８５８２４．６２０　Ｙ＝－９１３５．９９０（座標系１１系）
点5　Ｘ＝－２８５８２４．４３０　Ｙ＝－９１５５．６４０（座標系１１系）
点6　Ｘ＝－２８５８０４．６１０　Ｙ＝－９０８７．０８０（座標系１１系）
点7　Ｘ＝－２８５８１７．７２０　Ｙ＝－９０８２．５７０（座標系１１系）
点8　Ｘ＝－２８５８２６．３９０　Ｙ＝－９０９３．４７０（座標系１１系）
点9　Ｘ＝－２８５８２５．９２０　Ｙ＝－９１１３．９７０（座標系１１系
点10　Ｘ＝－２８５８３１．８１０　Ｙ＝－９１１３．８９０（座標系１１系
点11　Ｘ＝－２８５８３１．８８０　Ｙ＝－９０９１．０５０（座標系１１系）
点12　Ｘ＝－２８５８５９．２４０　Ｙ＝－９１２７．４７０（座標系１１系）
点13　Ｘ＝－２８５８５５．７００　Ｙ＝－９１５５．９６０（座標系１１系）
点14　Ｘ＝－２８５８５８．９００　Ｙ＝－９１５６．０２０（座標系１１系）
点15　Ｘ＝－２８５８５８．８４０　Ｙ＝－９１６０．３７０（座標系１１系）

第一種区画漁業 ほっけ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第６号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．１（国土地理院三角点
上野～）から２７２度３９分　６０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．８（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１４～）から２４０度２５分　１２０メートルの点
点1　基点第１号から１７０度００分　１，０６０メートルの点
点2　基点第２号から１７０度００分　１，０３０メートルの点
点3　基点第２号から１７０度００分　５３０メートルの点
点4　基点第１号から１７０度００分　５６０メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第７号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　朝日漁港原点から２５７度３１分２５秒　８４７．９６６メート
ルの点
基点第2号　朝日漁港原点から２５７度２１分２３秒　８９２．８９９メート
ルの点
点1　基点第１号から１６４度１５分　１８０メートルの点
点2　基点第２号から１６４度１５分　１８０メートルの点
点3　基点第２号から１６４度１５分　７０メートルの点
点4　基点第１号から１６４度１５分　７０メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし

松海区第８号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　松前港外防波堤灯台（北緯４１度２５分１４．８２秒　東経
１４０度０５分３８．９０秒）から４７度５４分１０秒　８５７．４４メートルの
点
基点第2号　松前港外防波堤灯台（北緯４１度２５分１４．８２秒　東経
１４０度０５分３８．９０秒）から４２度４５分５０秒　７４６．６４メートルの
点
点1　基点第１号から１９２度５７分５０秒　２２５メートルの点
点2　基点第２号から１９２度５７分５０秒　１７０メートルの点
点3　基点第２号から１９２度５７分５０秒　１２０メートルの点
点4　基点第１号から１９２度５７分５０秒　１７５メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

松海区第９号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．５（北海道水産林務部三
角点　水Ｄ１７～）から３４８度５８分　１８０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．４（国土地理院三角点
尽内中岱～）
点1　基点第１号から２３８度５０分　１，０６０メートルの点
点2　基点第２号から２３８度５０分　８５０メートルの点
点3　基点第２号から２３８度５０分　３５０メートルの点
点4　基点第１号から２３８度５０分　５６０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第10号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２８３５９６．３６０　Ｙ＝－１７５２５．７８０（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２８３６２２．４８０　Ｙ＝－１７４４７．２１０（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２８３６４５．２７０　Ｙ＝－１７４５６．４２０（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２８３６９５．３１０　Ｙ＝－１７５０８．１８０（座標系１１系）
点5　Ｘ＝－２８３６４８．９００　Ｙ＝－１７５４３．９３０（座標系１１系）

第一種区画漁業 ほっけ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第11号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２８３４２６．２４６　Ｙ＝－１７５３８．５２７（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２８３２２２．５９４　Ｙ＝－１７５６１．４７４（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２８３２２３．００３　Ｙ＝－１７５１９．６９９（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２８３４２７．５８０　Ｙ＝－１７４９７．２１７（座標系１１系）

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし

松海区第12号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　大澗から３２３度２８分３５秒　９４７．
９６メートルの点
基点第2号　国土地理院三角点　大澗から３２３度４６分２４秒　９８８．
９１メートルの点
点1　基点第１号から２５４度３８分４０秒　１２０メートルの点
点2　基点第２号から２５４度３８分４０秒　１１０メートルの点
点3　基点第２号から２５４度３８分４０秒　５０メートルの点
点4　基点第１号から２５４度３８分４０秒　６０メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

松海区第13号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点1、点2、点3、点4及び点1の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域
点1　Ｘ＝－２８０８２８．２３５　Ｙ＝－１９１１９．６６３（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２８１００７．７１３　Ｙ＝－１９０２４．５４６（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２８１０３１．３３２　Ｙ＝－１９１９１．６６３（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２８０８５３．０９６　Ｙ＝－１９２８３．３００（座標系１１系）

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第14号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２７９７３１．６３６　Ｙ＝－１８９８４．３０２（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２７９７０６．５３６　Ｙ＝－１９０２７．３８４（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２７９６７５．４２９　Ｙ＝－１９００８．５１２（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２７９７０１．１４４　Ｙ＝－１８９６６．３５９（座標系１１系）

第一種区画漁業 ほっけ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第15号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点1、点2、点3、点4、点5、点6、点7、点8及び点１の各点を順次
に結んだ線によって囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２７９４０６．１６８　Ｙ＝－１９２２５．３８９（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２７９３７４．７９０　Ｙ＝－１９１９２．８３０（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２７９３４５．２６１　Ｙ＝－１９１６０．７４０（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２７９３８２．４１５　Ｙ＝－１９１０９．３４２（座標系１１系）
点5　Ｘ＝－２７９４０２．８３０　Ｙ＝－１９０８８．５１９（座標系１１系）
点6　Ｘ＝－２７９４４３．４０９　Ｙ＝－１９１４１．５１５（座標系１１系）
点7　Ｘ＝－２７９４０６．３６９　Ｙ＝－１９１４９．７６８（座標系１１系）
点8　Ｘ＝－２７９４５０．６５３　Ｙ＝－１９２０１．３８３（座標系１１系）

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第16号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　茂草漁港第二西防波堤灯台（北緯４１度２９分３６．２８秒
東経１４０度００分４８．４２秒）から１４９度１７分４２秒　　３９５．３７８
メートルの点
基点第2号　茂草漁港第二西防波堤灯台（北緯４１度２９分３６．２８秒
東経１４０度００分４８．４２秒）から１４６度１２分０１秒　　３３７．２４７
メートルの点
点1　基点第１号から２６８度４６分２０秒　１６３メートルの点
点2　基点第２号から２６８度４６分２０秒　１５０メートルの点
点3　基点第２号から２６８度４６分２０秒　５０メートルの点
点4　基点第１号から２６８度４６分２０秒　６３メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

松海区第17号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点7及び点１の各点を順次に
結んだ線によって囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２７８６１３．２１０　Ｙ＝－１９６６５．８５０（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２７８６１３．４３０　Ｙ＝－１９６１５．７９０（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２７８６０９．２５０　Ｙ＝－１９５９８．５１０（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２７８５８７．６１０　Ｙ＝－１９６００．６３０（座標系１１系）
点5　Ｘ＝－２７８５８７．６６０　Ｙ＝－１９６２０．９４０（座標系１１系）
点6　Ｘ＝－２７８５６０．３４０　Ｙ＝－１９６１９．７００（座標系１１系）
点7　Ｘ＝－２７８５６０．０１０　Ｙ＝－１９６６５．１４０（座標系１１系）

第一種区画漁業 ほっけ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第18号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点５、点４及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　清部から２３９度４９分３７．８５秒
１，１１６．７１１メートルの点
点1　基点第１号から１９４度２４分５７秒　１９６．９９３メートルの点
点2　基点第１号から２１４度０７分３４秒　１６０．１１６メートルの
点3　基点第１号から２１８度３６分１２秒　１３６．７０７メートルの点
点4　基点第１号から１６１度１９分２４秒　１１１．８２７メートルの点
点5　基点第１号から２１５度５８分１９秒　９７．０５９メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし

松海区第19号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　角石野
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．２(国土地理院三角点
角石野～)
点1　基点第１号から２５０度５２分　１，２３０メートルの点
点2　点１から３４０度５２分　１，０００メートルの点
点3　点２から７０度５２分　２００メートルの点
点4　基点第２号から２５０度５２分　６５０メートルの点
点5　基点第１号から２５０度５２分　６５０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第20号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ
線によって囲まれた区域
点1　Ｘ＝－２７２３０４．７００　Ｙ＝－２１９２０．７３０（座標系１１系）
点2　Ｘ＝－２７２２６１．９１０　Ｙ＝－２１９２７．９１０（座標系１１系）
点3　Ｘ＝－２７２１８２．７００　Ｙ＝－２１９５４．４３０（座標系１１系）
点4　Ｘ＝－２７２１７５．１７０　Ｙ＝－２１８７３．９６０（座標系１１系）
点5　Ｘ＝－２７２１６０．２２０　Ｙ＝－２１８２８．２７０（座標系１１系）
点6　Ｘ＝－２７２２６６．６００　Ｙ＝－２１７９０．７８０（座標系１１系）

第一種区画漁業 ほっけ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。

松海区第21号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．１３（国土地理院三角点
角石野～）から３４６度４７分　５０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．２(北海道水産林務部三
角点　水Ｄ２１～)から１９度５４分　１００メートルの点
点1　基点第１号から２５０度５２分　７９０メートルの点
点2　基点第２号から２７０度００分　１，０００メートルの点
点3　基点第２号から２７０度００分　４００メートルの点
点4　基点第１号から２５０度５２分　１９０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町

区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間
にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の標識
を、夜間にあっては電灯その他
の照明による標識を水面1.5メートル以上の高さ
に設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

松海区第22号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　二越から２０１度３７分３５秒　５１８．
７９メートルの点
点1　基点第１号から２３７度０１分５０秒　１３０．２８メートルの点
点2　基点第１号から２５２度１８分４０秒　１３９．４５メートルの点
点3　基点第１号から２９６度４３分１０秒　１２１．４８メートルの点
点4　基点第１号から２８７度０４分２０秒　８８．８７メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし

松海区第23号 松前さくら漁業協同組合

松前郡松前町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　原口漁港原点から１８４度４５分３４秒　６９５メートルの点
点1　基点第１号から２７２度１６分１８秒　１４０．７６８メートルの点
点2　基点第１号から３００度５２分４７秒　１７５．３７７メートルの点
点3　基点第１号から３４０度００分００秒　５９．３００メートルの点
点4　基点第１号から２３５度００分０３秒　３９．５００メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 松前町 なし


